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目
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一

施
行
者
の
名
称

東
京
都
及
び
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
都
市
高
速
道
路

第
一
号
線
及
び
都
市
高
速
道
路
第
四
号
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

�

中
央
区
築
地
一
丁
目
、
築
地
二
丁
目
、

新
富
一
丁
目
、
新
富
二
丁
目
、
銀
座
一

丁
目
、
銀
座
二
丁
目
、
銀
座
三
丁
目
、

八
重
洲
二
丁
目
、
千
代
田
区
丸
の
内
一

丁
目
及
び
丸
の
内
三
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

　

�

中
央
区
新
富
一
丁
目
、
新
富
二
丁
目
、

銀
座
一
丁
目
、
八
丁
堀
四
丁
目
、
京
橋

三
丁
目
、
八
重
洲
二
丁
目
、
千
代
田
区

丸
の
内
一
丁
目
及
び
丸
の
内
三
丁
目
各

地
内

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

取
消
し
に
係
る

道
路
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種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

令
和
六
年
五

昭
島
市
中
神
町

延
長

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…�

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）…�
一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）…�

一

○
保
安
林
の
指
定
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…�

二

公
　
　
　
告

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
若
年
支
援
課
）…�

二

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
二

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
長

と
共
に
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
道
路

月
八
日

字
中
新
畑
千
百

八
十
五
番
八
、

同
番
十
か
ら
同

番
十
二
ま
で
、

同
番
二
十
、
同

番
二
十
二
、
同

番
二
十
三
、
同

番
三
十
七
、
同

番
三
十
八
、
同

番
四
十
二
、
同

番
四
十
三
及
び

千
百
八
十
六
番

六
の
各
一
部

　

三
七
・
四
一

幅
員

　
　

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

東
久
留
米
市
学
園
町
一
丁
目
三
十
九
番
一
、

同
番
一
地
先
、
同
番
七
、
四
十
番
一
、
三

百
七
十
八
番
、
同
番
地
先
、
三
百
七
十
九

番
、
三
百
八
十
番
、
三
百
八
十
一
番
一
、

三
百
八
十
二
番
一
、
同
番
二
、
同
番
七
、

同
番
七
地
先
、
三
百
八
十
三
番
、
三
百
八

十
六
番
、
三
百
八
十
七
番
一
、
同
番
三
、

三
百
九
十
一
番
二
、
同
番
三
、
四
百
十
二

番
一
、
四
百
十
三
番
か
ら
四
百
三
十
番
ま

で
、
四
百
三
十
一
番
七
、
四
百
三
十
四
番
、

四
百
三
十
五
番
一
、
四
百
四
十
二
番
三
、

同
番
四
、
四
百
四
十
五
番
五
、
五
百
六
十

令
和
六
年
五
月
二

十
三
日
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
御
蔵
島
村

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公
　
　
　
告

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名　

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

四
九
三

映
画

エ
タ
ー
ナ
ル

メ
モ
リ
ー

Ｍ
ｉ
ｃ
ｒ
ｏ

ｍ
ｕ
ｎ
ｄ�

ｏ
，
Ｆ
ａ
ｂ

ｕ
ｌ
ａ

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

四
九
四

映
画

新
渡
戸
の
夢

～
学
ぶ
こ
と

は
生
き
る
証

～

新
渡
戸
の
夢

映
画
製
作
委

員
会

同
右

二
番
四
、
五
百
七
十
番
一
、
同
番
四
か
ら

同
番
六
ま
で
、
五
百
七
十
一
番
一
か
ら
同

番
八
ま
で
、
同
番
十
か
ら
同
番
十
三
ま
で
、

五
百
七
十
二
番
一
か
ら
同
番
三
ま
で
、
同

番
八
、
五
百
七
十
三
番
一
か
ら
同
番
四
ま

で
、
同
番
八
、
五
百
七
十
四
番
一
か
ら
同

番
五
ま
で
、
五
百
七
十
五
番
二
か
ら
同
番

四
ま
で
、
五
百
七
十
六
番
三
、
同
番
五
及

び
五
百
八
十
八
番
二

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
小
平
市
花

小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

御
蔵
島
村
字
大
川
四
五
一
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
三
三
番
、
四
四
三
番
一�

二　

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

１　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


